
秋 田 県 ボ ー ト 協 会 規 約

第 １ 章 総 則

（ 名 称 ）

第 １ 条 本 協 会 は 、 秋 田 県 ボ ー ト 協 会 と 称 す る 。

（ 事 務 局 の 所 在 地 ）

第 ２ 条 本 協 会 の 事 務 局 は 、 理 事 長 ま た は 事 務 局 長 の 居 住 も し く は 勤 務 す る 市 町 村 内 に 置 く 。

第 ２ 章 組 織 及 び 代 表 権

（ 組 織 ）

第 ３ 条 本 協 会 は 、 秋 田 県 内 の ボ ー ト 競 技 団 体 及 び ボ ー ト 愛 好 者 を も っ て 組 織 す る 。

（ 代 表 権 ）

第 ４ 条 本 協 会 は 、 日 本 ボ ー ト 協 会 に 対 し て は 本 県 を 代 表 す る 者 と す る 。

第 ３ 章 目 的 及 び 事 業

（ 目 的 ）

第 ５ 条 本 協 会 は 、 本 県 内 に お け る ボ ー ト 競 技 の 普 及 発 展 並 び に 相 互 の 融 和 を は か る を も っ て 目 的

と す る

（ 事 業 ）

第 ６ 条 本 協 会 は 、 そ の 目 的 を 達 成 す る た め に 次 の 事 業 を 行 う 。

（ １ ） 本 県 内 に お け る 各 種 大 会 の 開 催

（ ２ ） 本 県 代 表 選 手 の 選 考 派 遣

（ ３ ） ボ ー ト 競 技 に 関 す る 調 査 、 研 究 並 び に 指 導

（ ４ ） そ の 他 目 的 達 成 に 必 要 な 事 項

第 ４ 章 会 計

（ 財 源 ）

第 ７ 条 本 協 会 の 経 費 は 、 次 に 掲 げ る も の で 支 弁 す る 。

（ １ ） 役 員 の 会 費

（ ２ ） 加 盟 団 体 の 分 担 金

（ ３ ） 公 共 団 体 等 よ り 交 付 さ れ る 補 助 金

（ ４ ） 寄 付 金

（ ５ ） そ の 他 の 収 入

２ そ の 他 経 費 に 関 し て は 、 別 途 規 程 で 定 め る 。

（ 会 計 年 度 ）

第 ８ 条 本 協 会 の 会 計 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ る 。

第 ５ 章 役 員

（ 役 員 ）

第 ９ 条 本 協 会 に つ ぎ の 役 員 を 置 く 。

（ １ ） 会 長 １ 名

（ ２ ） 副 会 長 若 干 名

（ ３ ） 理 事 長 １ 名

（ ４ ） 副 理 事 長 若 干 名

（ ５ ） 理 事 若 干 名

（ ６ ） 監 事 ２ 名

前 項 に 定 め る ほ か 、 名 誉 会 長 、 顧 問 、 参 与 、 そ の 他 役 員 を 置 く こ と が で き る 。

（ 役 員 の 選 出 ）

第 １ ０ 条 会 長 、 副 会 長 、 理 事 、 監 事 は 総 会 で 推 挙 し 、 会 長 が 委 嘱 す る 。

２ 理 事 長 、 副 理 事 長 は 理 事 会 の 意 を 得 て 、 会 長 が 指 名 す る 。

（ 任 期 ）

第 １ １ 条 役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 重 任 は 妨 げ な い 。 補 欠 ま た は 増 員 の 場 合 は 、 前 任

者 ま た は 他 の 同 役 員 の 残 任 期 間 と す る 。



（ 役 員 の 職 務 ）

第 １ ２ 条 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 す る 。

２ 理 事 長 は 、 会 長 の 命 を 受 け て 会 務 を 掌 理 す る 。 副 理 事 長 は 理 事 長 を 補 佐 す る 。

３ 理 事 は 、 理 事 会 を 組 織 し 会 務 を 審 議 処 理 す る 。

４ 監 事 は 会 計 を 監 査 す る 。

第 ６ 章 会 議

（ 総 会 ）

第 １ ３ 条 総 会 は 役 員 を も っ て 組 織 す る 。

２ 総 会 は 、 毎 年 １ 回 開 催 す る 。 た だ し 会 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 臨 時 総 会 を 開 催 す る こ

と が で き る 。

３ 総 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 す る 。

（ １ ） 規 約 の 変 更

（ ２ ） 予 算 及 び 決 算 の 承 認

（ ３ ） そ の 他 会 長 が 必 要 と 認 め た 事 項

４ 総 会 の 議 長 は 、 会 長 が あ た る 。

５ 総 会 の 議 事 は 出 席 者 の 過 半 数 の 決 議 で 定 め 、 可 否 同 数 の と き は 議 長 が こ れ を 決 す る 。

（ 理 事 会 ）

第 １ ４ 条 理 事 会 は 、 必 要 に 応 じ 会 長 が 召 集 す る 。

２ 理 事 会 の 議 決 は 出 席 理 事 の 過 半 数 で 定 め 、 可 否 同 数 の と き は 議 長 が こ れ を 決 す る 。

第 ７ 章 専 門 部 会

（ 専 門 部 会 ）

第 １ ５ 条 本 協 会 に 業 務 の 円 滑 な 運 営 を 図 る た め 必 要 に 応 じ 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る 。

第 ８ 章 事 務 局

（ 事 務 局 ）

第 １ ６ 条 本 協 会 の 事 務 を 処 理 す る た め に 事 務 局 を 設 置 す る 。

２ 事 務 局 は 、 事 務 局 長 及 び 庶 務 ・ 会 計 と し 、 会 長 が こ れ を 委 嘱 す る 。

３ 事 務 局 は 、 会 長 の 指 示 に よ り 本 協 会 の 運 営 に 必 要 な 事 務 の 一 切 を 遂 行 す る 。

（ 附 則 ）

第 １ ７ 条 本 規 約 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。


